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松野町

足摺宇和海国立公園「滑床
渓谷」にある滝です。
登山道からロープや木の梯
子を登った先に現れる巨大
な岩肌の勇壮な姿は迫力満
点です。
厳冬期にのみ幾層にも凍る
ことでこの姿を現す幻の氷
瀑として知られています。

大嵓の滝

令和7年（2025） Vol.333

共済だより1月号
―ご家族でご覧ください―

旅する愛媛 旅する愛媛 松野町松野町

年頭のごあいさつ年頭のごあいさつ
新組合会議員と役員の紹介新組合会議員と役員の紹介
退職後の医療保険・年金・福祉事業について退職後の医療保険・年金・福祉事業について
入学・修学貸付のご案内入学・修学貸付のご案内
共済貯金　ＡＴＭ・インターネットバンキングから振込できます共済貯金　ＡＴＭ・インターネットバンキングから振込できます
「マイカーローン」検討の皆さまへ　物資供給事業のご案内「マイカーローン」検討の皆さまへ　物資供給事業のご案内
振込手数料が必要になっています振込手数料が必要になっています
令和５年度の医療費について令和５年度の医療費について
令和６年度上半期の医療費の状況令和６年度上半期の医療費の状況
厚生労働省からのお知らせ　後発医薬品があるお薬で厚生労働省からのお知らせ　後発医薬品があるお薬で
先発医薬品の処方を希望される場合の自己負担について先発医薬品の処方を希望される場合の自己負担について
医療費通知書を配付します医療費通知書を配付します
こころとからだの健康相談こころとからだの健康相談
検査値が気になったら「糖尿病と生活習慣」検査値が気になったら「糖尿病と生活習慣」
令和５年度特定健康診査及び特定保健指導の実施状況令和５年度特定健康診査及び特定保健指導の実施状況
受診券又は利用券が届いたご家族（被扶養者）の方へ受診券又は利用券が届いたご家族（被扶養者）の方へ
労働安全衛生業務担当者研修会を開催しました労働安全衛生業務担当者研修会を開催しました
ライフプランセミナーを開催しましたライフプランセミナーを開催しました
退職等年金給付（年金払い退職給付）のしくみ退職等年金給付（年金払い退職給付）のしくみ
資格確認書の交付について資格確認書の交付について
住所の届け出についてのお願い住所の届け出についてのお願い
被扶養者の年金収入にご注意ください被扶養者の年金収入にご注意ください
えひめ共済会館利用方法のお知らせえひめ共済会館利用方法のお知らせ
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新年明けましておめでとうございます。
組合員の皆さまには、穏やかで輝かしい令和７年の新

春をお迎えのこととお慶び申し上げます。また、本組合の
事業運営につきまして、平素から多大なるご理解とご協
力を賜り厚くお礼申し上げます。

私は、昨年１２月２日の任期満了に伴う役員選挙におい
て再度理事長にご推挙をいただき、引き続きその重責を
担うこととなりました。

さて、地方公務員等共済組合法の適用拡大による組合
員の増加は、本組合の財政及び事業に様々な影響を及ぼ
しておりますが、組合員の皆さまが迅速かつ適正に共済
組合制度の適用を受けられるよう、適切な事業運営に努
めてまいります。

医療保険制度である本組合の短期給付事業につきま
しては、高齢者医療制度への支援金、納付金等の負担が
大きく、また、組合員数の増加に伴う医療費の増加によ
り、厳しい財政状況にあります。将来に亘って安定的な財
政運営を維持するためには、短期財源率を大幅に変更す
ることのないよう積立金を一定額積み増ししていくこと
が必要となりますので、引き続き、適正受診のための普及
活動のほか、ジェネリック医薬品の利用促進への取り組
みなど、医療費の適正化を推進し、財政健全化に努めて
まいります。

また、令和６年度から第３期データヘルス計画がスター
トしております。組合員及びご家族の皆さまの健康の保
持増進のため、定期的に評価、改善、見直しを図り、効果
的、効率的な保健事業の実施に取り組んでまいります。

マイナンバー関係につきましては、昨年１２月２日から組
合員証の新規発行が停止となり、マイナンバーカードの保
険証利用を基本とするしくみに移行しております。それに伴

い、本組合におきましても、昨年１０月にお送りした資格情報
を簡易に確認できる「資格情報のお知らせ」のほか、マイナ
ンバーカードの保険証利用登録を行っていない組合員に対
しては「資格確認書」を発行するなど、組合員が医療機関を
利用する際に支障がないよう取り組んでまいります。

一方、公的年金制度につきましては、昨年は５年に１度
の財政検証が行われました。社会・経済の変化を踏まえ、
長期的な年金財政の健全性を定期的に検証することは、
公的年金の財政運営にとって不可欠なものであります。
働き方が多様化する中、在職中の年金受給の見直し及び
年金受給開始時期の選択肢の拡大などが施行されてい
ることから、引き続き年金保険者として、適切に対応して
まいります。

本組合福祉施設「えひめ共済会館」は、昨今の物価・人
件費等の高騰により、昨年１０月から利用料金の値上げを
行っております。厳しい経営状況が続いていますが、引き
続き安全・安心の施設として運営してまいりますので、組
合員及びご家族の皆さまのご利用を心からお待ちしてお
ります。

また、貯金事業につきましては、不安定な金利の状況
が続いておりますが、組合員の皆さまの大切な資産形成
の一助となりますよう、貯金利率０．９％を堅持しつつ、今
後も安全を第一に運用を行ってまいります。

共済組合を取り巻く環境は年々厳しさを増しており、取
り組むべき多くの課題が山積しておりますが、役職員一
同、組合員とそのご家族の生活の安定と福祉の向上に寄
与できるよう、努力を尽くしてまいりますので、一層のご
理解、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

結びに、皆さま方の益々のご健勝とご多幸をお祈り申
し上げまして、年頭のごあいさつとさせていただきます。

年頭のごあいさつ
理事長 武智 邦典

理事長　武智 邦典（伊予市）

理　事　加藤 章（東温市） 大城 一郎（八幡浜市） 久保 竜児（伊予市）　井関 文彦（松山市） 山内 佑樹（宇和島市）

監　事　上村 俊之（上島町）　西尾 祥之（宇和島市）

議　員　徳永 繁樹（今治市）　佐川 秀紀（砥部町）　中村 維伯（愛南町）　髙橋 靖（新居浜市）　勝間 郷（内子町）　武田 啓史（宇和島市）

学識経験監事　白石 新（公認会計士） 事務局長　曽根 哲也　外職員一同

謹 賀 新 年謹 賀 新 年
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令和６年１１月１２日に実施した任期満了に伴う組合会議員選挙において、市町村長である議員７人、市町村長以外の組
合員である議員７人の計１４人の組合会議員が選出されました。

また、１２月２日に開催した職員側議員協議会、市町村長議員協議会、理事打合せ会及び第２１３回組合会において役員
選挙を実施し、理事長、理事及び監事を選出しました。

組合会議員の皆さまには、令和６年１２月１日から令和８年１１月３０日までの２年間、共済組合の運営を担っていただくこ
ととなります。

新組合会議員新組合会議員とと役員役員ののご紹介ご紹介
◆理事長に武智 邦典氏選出

武智　邦典
（伊予市長）

第２区

久保　竜児
（伊予市双海地域事務所）

第２区

理事長 理　事

上村　俊之
（上島町長）

第１区

武田　啓史
（宇和島市産業経済部農林課）

第３区

監　事 監　事

徳永　繁樹
（今治市長）

第１区

髙橋　　靖
（新居浜市教育委員会社会教育課）

第１区

議　員 議　員

加藤　　章
（東温市長）

第２区

井関　文彦
（松山市環境部清掃課）

第２区

理　事 理　事

大城　一郎
（八幡浜市長）

第３区

西尾　祥之
（宇和島市教育委員会生涯学習課）

第３区

理　事 理　事

佐川　秀紀
（砥部町長）

第２区

山内　佑樹
（西条市西部支所農林建設課）

第１区

議　員 議　員

中村　維伯
（愛南町長）

第３区

勝間　　郷
（内子町建設デザイン課）

第２区

議　員 議　員

市町村長側市町村長側 職　員　側職　員　側

5共済だより1月号Vol.333



退職間近の組合員の皆さまを対象に、退職後の生活設計の参考としていただくため、医療保険制度や年金等、退職後
の共済制度についてご紹介します。

退職すると、退職日の翌日から組合員の資格を喪失するため、下図チャートに沿ったいずれかの医療保険制度に加入す
ることとなります。

下記の要件を満たしていれば、退職後最長２年間は、在職中と同様に病気やケガなどについて共済組合の短期給付（休
業給付は除きます。）と共済貯金などの福祉事業の一部について適用を受けることができる制度です。
·退職の日の前日まで引き続き１年以上組合員であった方（１年と１日組合員期間が必要です。）
·退職の日から２０日以内に申出書を共済組合へ提出し、任意継続掛金を払込期限までに納めた方

共済組合の任意継続組合員制度とは？？

退職後の 医療保険・年金・福祉事業 について

退 職

再就職する

市町村役場等に再就職 民間企業等に再就職

医療保険制度の
適用を受ける

医療保険制度の
適用を受ける

再就職しない

いずれかを選択してください。

医療保険制度の
適用を受けない

退職を予定されている皆さまへ

医療保険制度

区分
引き続き共済組合の

一般組合員
又は短期組合員

就職先の
健康保険 国民健康保険 共済組合の

任意継続組合員
家族が加入している
健康保険の被扶養者

自己負担
割合

3割
70歳～74歳は2割（一定以上所得者は3割）

附加給付 あり 健康保険組合によ
り異なります。 なし あり 健康保険組合により

異なります。

保険料
（掛金）

あり
組合員と地方公共団
体等で2分の1ずつ
負担

あり
労働者と使用者で
2分の1ずつ負担

あり
市区町村によって
異なる。

あり
地方公共団体等
の負担はありま
せん。

なし

手続等 なし 就職先で手続をし
てください。

居住地の市区町村
役場の国保担当窓
口で手続をしてく
ださい。

退職時の所属所を
経由して手続をし
てください。

認定要件があります
ので、家族が勤めて
いる職場にお問い合
わせください。

６０歳未満の
被扶養配偶者がいる場合

組合員が退職後、これら３つのいずれか
の医療保険制度に加入する場合には、そ
の被扶養配偶者（６０歳未満の者）は国民
年金第３号被保険者から第１号被保険者
に種別が変更となり、国民年金の保険料
を納付する必要が生じます。

手続については、居住地の市区町村役
場にご照会ください。

ご注意
ください

医療保険に関する問い合わせ先　089-945-6326
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【任意継続掛金について】
短期任意継続掛金と介護任意継続掛金（４０歳

以上６５歳未満の方が該当）があり、次のいずれ
か低い額に掛金率※を乗じて求めます。
①退職時の標準報酬の月額
②全組合員の標準報酬の月額の平均額
　（令和６年度は320,000円）

A1  国民健康保険（以下「国保」という。）は前年の収入や加入人
数等を基に保険料を計算しますので、退職した年と、退職した翌年
で保険料は変動します。任意継続組合員（以下「任継」という。）は、
上記のとおり、退職時の標準報酬の月額で決まるため、退職した
年も、退職した翌年も掛金はほとんど変わらず、被扶養者分の負
担もありません。

国保と任継では保険料（掛金）の計算方法が全く異なるため、ど
ちらが安いかをお答えすることはできません。なお、任継の掛金
については次号の本紙令和７年３月号でご案内します。国保の保
険料については、居住地の市区町村役場の国保担当窓口でお尋
ねください。

A2  任意継続組合員資格を取得する際に、認定要件に変更がな
ければ、引き続き被扶養者として認定が受けられます。

【掛金の払込方法】
①月払い②半年払い③年払い　のいずれかが選択できます。

ご自宅に納付書をお送りしますので、納付期限までにお振込みく
ださい。
注意 ・払込みの際に振込手数料のご負担をお願いいたします。

（本紙12Pをご確認ください。）

・納付期限内に掛金の払込みがない場合は、
資格喪失となります。

令和６年度の任意継続掛金の上限額　
短期任意継続掛金　33,939円（月額）
介護任意継続掛金　  5,440円（月額）
※令和７年度の掛金率等は次号の本紙令和７年

３月号（Vol.334）でお知らせします。 

参考
ポイント

半年払い・年払いの場合は前納による割引制度があり、
途中で任意継続組合員をやめる場合は、未経過期間分の
掛金はお返しします。

割引が受けられ、振込手数料が少なくすむ「年払い」が
お得です。

国民健康保険と任意継続組合員
どちらの保険料（掛金）が安い？？

現職時に認定されていた被扶養
者はどうなるの？？

Q1

Q2
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組合員（注１）期間を１年以上有する方は、老齢厚生年金と併せて、次の共済年金独自の年金をご請求いただくことになり
ますが、その請求方法等についてご案内します。
·退職共済年金（経過的職域加算額）（注２）

·退職等年金給付の退職年金（注３）※詳細は20・21P参照

支給開始年齢と繰上げ請求について
年金の支給開始年齢は、段階的に６５歳へと引き上げられ、昭和３６年４月２日以降生まれの一般組合員については、原則

として６５歳です。（注４）

支給開始年齢より早く年金の受取りを希望する方は、６０歳から６５歳になるまでの間に年金の繰上げ請求をすること
ができます。繰上げ請求をした場合は、繰上げ請求をした月の翌月分から、繰上げをした月数に応じて減額された年金が
支給されます。

繰上げ請求を希望する方は、共済組合又はお近くの年金事務所へご相談ください。
繰上げ請求については、本紙令和６年７月号（Vol.331）18・19Pをご覧ください。

６５歳以降の年金請求について
繰上げ請求をしていない方が、６５歳から支給される年金を受けるためには、６５歳到達日以降に年金請求手続きを行う

必要があります。年金請求書は、６５歳到達月の３か月前に共済組合又は日本年金機構等から送付されます。年金の支給
は、原則、６５歳到達日の翌月分から支給されます。

ただし、６５歳で受け取らず６６歳以降に請求及び繰下げの申出をしたときは、その申出をした翌月分から、増額された
年金が支給されます。

年金の支給停止について
老齢厚生年金については、厚生年金保険に加入している間、その標準報酬月額等に応じて、年金の全額又は一部が支

給停止となることがあります。
また、共済年金独自の年金については、組合員（注１）として在職中の間は全額支給停止となりますが、それ以外の間は民

間企業等に在職中であっても、全額支給されます。
このほか、受給権発生時に、障害の年金等を受給中の場合、原則として、いずれか一つの年金を選択することになります

のでご注意ください。

退職後の住所変更等について
組合員（注１）期間を有する方が、退職後、年金をお受け取りになるまでに住所・氏名を変更する場合は、「年金待機者異動

報告書」を共済組合年金係にご提出ください。様式は全国市町村職員共済組合連合会ホームページからダウンロードで
きます。

障害の年金について
障害の状態にある方については、障害の程度によって障害厚生年金の支給要件に該当する場合がありますので、所属

所の共済組合事務担当課（係）又は共済組合年金係へご相談ください。
なお、障害の程度については、障害者手帳の等級とは異なりますのでご注意ください。

（注１）短期組合員を除きます。
（注２）平成２７年９月までの組合員期間及び平均給与月額等に応じて算出
（注３）平成２７年１０月以降に積み立てた給付算定基礎額（年金原資）に応じて算出
（注４）一定条件に該当する特定消防組合員の支給開始年齢は、一般組合員の移行スケジュールより６年遅れとなっています。

年　金
（組合員期間が短期組合員のみの方は、共済組合が行う長期給付（年金）の対象外です。）
年金に関する問い合わせ先　０８９-９４５-6３１７

全国市町村職員共済組合連合会ＨＰ
年金関係情報
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※年利0.9％（税引後0.717165％）令和７年１月１日現在
組合員又は任意継続組合員である期間について、ご利用いただけます。
現在口座をお持ちでない方も新たに加入いただけますので、退職金の運用先としてご利用ください。
退職後も引き続き、組合員である場合、定例貯金（毎月貯金・賞与貯金）や本紙１１Pに記載の「臨時増額貯金の預入方

法」により共済組合へ振込みを行うことができます。
任意継続組合員となった場合は、定例貯金（毎月貯金・賞与貯金）のご利用ができなくなりますので、所属所の共済組合

事務担当課へ毎月貯金・賞与貯金それぞれの中止届（変更届）の提出が必要です。預入は、臨時増額貯金（本紙１１P参照）
により行うことができます。

払戻は、組合員、任意継続組合員を問わず、「共済貯金払戻請求書」を共済組合へ提出することで行うことができます。
共済貯金払戻請求書の受付締切日及び送金予定日については、共済組合ホームページに掲載の「共済貯金払戻スケ
ジュール」をご覧ください。

組合員又は任意継続組合員でなくなった場合は解約していただくこととなります。「共済貯金解約請求書」をご提出く
ださい。

なお、解約金については、順次送金いたしますが、各月下旬に「共済貯金解約請求書」を提出された場合は、当月内での
送金に間に合わない場合がありますのでご了承ください。

退職後（組合員の資格喪失後）は、人間ドック等利用助成などの保健事業はご利用いただけません。
ただし、任意継続組合員となった40歳以上75歳未満の方については、特定健康診査・特定保健指導を無料で受けるこ

とができる「特定健康診査受診券（セット券）」を毎年６月に送付していますので、ぜひご利用ください。

貯金事業

保健事業

退職金が支給される際に貸付又は物資供給事業の未償還金が残っている場合は、退職金から控除させていただくこと
となります。

退職後（退職前に未償還金が残っている方は退職金からの控除で清算した後）、再任用等で共済組合の組合員となった
場合は、任期の範囲内で返済終了する方法により新たにご利用いただけます。

貸付事業・物資供給事業

この事業に関する問い合わせ先　089-945-6316

この事業に関する問い合わせ先　089-945-6316

この事業に関する問い合わせ先　089-945-6318
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※入学金や授業料だけでなく、教科書代や家賃などにも、１万円単位でご利用いただけます。また、被扶養者
でないお子さんも対象です。（続柄の確認のため、申込時に戸籍抄本が必要です。）

※毎月の償還額（他の金融機関等や共済組合での既借入れ分を含む。）が給料月額の３０％を超える場合、
又は年間の償還額（他の金融機関等や共済組合での既借入れ分を含む。）が年収の３０％を超える場合や、
支払済みのものについては貸付を受けられません。

※共済組合からの送金は、１か月程度かかる場合がありますので、合格通知書や授業料の払込書などが届き
次第、早めの手続きをお願いします。

ご利用金額例

お申込みは
お早めに。

※据置き期間中は、 毎月利息のみ (180万円の場合1,890円) のお支払いとなります。
※償還月数は据置き期間終了後の月数です。

～〈お申込み〉は所属所の共済組合事務担当課（係）まで～

入学貸付・修学貸付の入学貸付・修学貸付の
ご案内ご案内

貸付種類 入学貸付 修学貸付
申込時期 合格通知書が届いた時点から 授業料等の払込書が届いた時点から
貸付事由 授業料・教科書代・家賃・通学定期代・入学金等、入学・修学時に要する諸費用

限度額 ○給料月額の６か月分以内
（申込みは、２００万円を限度とします。）

○修業年限の年数に相当する月数１月につ
き、１５万円以内

（申込みは、１学年につき１回とし、年額
１８０万円までご利用いただけます。）

償還方法

○貸付を受けた月の翌月から毎月元利均等
償還、又はボーナス併用償還

○申立書を提出することで修業年限を限度と
して元金を据え置くことができます。

（任期の定めのある職員である組合員を除き
ます。元金据置期間中は利息分のみの支払
いとなります。）

○修学が終了した月の翌月から毎月元利均
等償還、又はボーナス併用償還

○修業年限までは元金据置き
（任期の定めのある職員である組合員を除き
ます。元金据置期間中は利息分のみの支払
いとなります。）

添付書類
○合格通知書の写又は入学許可書の写

○在学証明書（入学前の場合は、合格通知書
の写又は入学許可書の写を提出し、入学後
に在学証明書を提出してください。）

○入学金、授業料、教科書代、家賃等が確認できる書類

貸付利率 年率１.２６％（※令和7年1月1日現在。貸付規程の基準利率の変動に伴い変動します。）

利用額 償還区分 毎月償還額 ボーナス償還額 償還月数

入学貸付200万円の場合
毎月のみ 17,747円 ー 120月

ボーナス併用 14,605円 43,815円 96月

修学貸付180万円の場合
毎月のみ 16,762円 ー 114月

ボーナス併用 13,978円 41,934円 90月
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共済貯金からのお知らせ

臨時増額貯金の預入方法

令和６年１０月１日から臨時増額貯金において、本組合の振込用紙「臨時増額貯金払込通知書（様式第２
号）」を使用して振り込む以外に、①ＡＴＭ、インターネットバンキング等からの振込や②各金融機
関の振込依頼書を使用しての振込もできるようになりましたので、ぜひご活用ください。

なお、共済貯金の加入資格は組合員本人のみですので、家族の方は預入できません。

①ＡＴＭ、インターネットバンキング等からの振込 にあたっての注意事項②各金融機関の振込依頼書を使用しての振込
◦所属所の共済組合事務担当課で「臨時増額貯金払込通知書（様式第２号）」を受け取っていただき、
「取りまとめ店及び送金先」欄に記載の口座（口座名義人：愛媛県市町村職員共済組合貯金経理）
にお振込みください。
※共済貯金の振込先口座は、昨年１０月にお送りしました「共済貯金現在残高通知書」にも掲載して

います。

◦振込手数料は、振込人負担となります。
（振込手数料の金額は、振込方法によっても異なりますので、利用する金融機関のホームページ等
でご確認ください。）

◦振込は1,000円単位でお願いします。

◦２４時間即時入金には対応していません。月末営業日は、お早めにお振込みください。

◦本人確認のため、振込依頼人の欄は、氏名の前に必ず記号番号を入力又は記入してください。（下
の振込依頼人の入力・記入例をご参照ください。）

◦記号番号や氏名の不備の場合や各金融機関のシステムの仕様上、記号番号が入力できない場合
は、追加で書類の提出をお願いすることがあります。また、本人確認を終えるまでは共済貯金とし
てお預かりすることができず、その間については利息が付与されませんのでご注意ください。

◦ＡＴＭから振り込んだ場合、ご利用明細票等は、「臨時増額貯金受領通知書」がお手元に届くまで大
切に保管してください。

このページについての問い合わせ先

（記号）100　（番号）1234

組合員氏名 共
きょう

済
さい

太
た

郎
ろう

（振込依頼人）
100-1234 キョウサイ タロウ

【振込依頼人の入力・記入例】

※記号番号は「資格情報のお知らせ」又はマイナポータルの健康保険証画面等でご確認ください。

共済組合経理課　貯金貸付係　☎089（945）6316

～ATM・インターネットバンキング等からの振込ができます～
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令和６年１０月から、共済貯金の預入など共済組合へ振込を行う際、各金融機関が定めている振込手数料が必
要となっております。

組合員の皆さまには振込手数料をご負担いただきますが、引き続きご理解のほどよろしくお願いいたします。
なお、振込手数料の金額については、ご利用する金融機関のホームページ等でご確認ください。

共済組合への振込について振込手数料がかかります

物資供給事業についての問い合わせ先 共済組合経理課　貯金貸付係　☎０８９（９４５）６３１６

自動車の購入を検討されている皆さま

物資供給事業を
利用してみませんか！

■物資指定店（取消・変更・追加）
区分 年月日 指定店名 所在地 電話番号 取扱商品

変更 R6.
10.21

新:株式会社ホンダカーズ愛媛北
旧:株式会社今治ホンダ
旧:愛媛オート株式会社

（Honda Cars 松山西土居田店）

今治
バイパス店

今治市八町西
3丁目5-24

(0898)
22-7111

自動車新居浜
坂井店

新居浜市坂井町
3丁目5-23

(0897)
47-2212

松山店 松山市土居田町
803

(089)
971-5321

追加 R6.
10.21

アソボ株式会社
（Honda Dream 松山南インター店）

松山市井門町
47-7

(089)
909-7800 自動二輪

取消 R6.
11.1 株式会社デンケン 宇和島市錦町

3-22
(0895)

24-5131 電気製品

取消 R6.
11.1 有限会社川本自動車 松山市下伊台町

576-1
(089)

977-3444
自動車

（車検含む）

取消 R6.
11.1 有限会社アシスト 宇和島市祝森甲

3054-1
(0895)

27-1113
自動車

（車検含む）

▪自動車などの生活必需物資の購入にあたり、立替払いを行っています。
▪償還方法は、給料天引きで、６０回以内で自由に設定できます。
▪貸付事業（普通貸付）と併用して物品の購入が可能です。
　（貸付事業併用で最大４００万円利用可能）
▪物資指定店での購入や限度額等の条件がありますので、
　ご利用の際は事前にご相談ください。

【物資供給事業ホームページ】
https://kyosai-ehime.or.jp/fukushi/busshi.html

詳しくは、
共済組合HPを
ご覧ください。

年利
（変動金利）

（令和７年１月現在）
１．８％

立替限度額最高２００万円

12 共済だより1月号Vol.333



令和６年度

1,813

1,298 

令和５年度の組合員医療費及び令和６年度の財源率の状況についてお知らせします。
医療費の３要素の市町村職員共済組合の中での順位について、「受診率」は１９位（前年度２１位）、「１件当たり日数」は３０

位（前年度３３位）、「１日当たり金額」は１５位（前年度１５位）でした。
また、「組合員１人当たり金額」は、１４位（前年度１７位）で、前年度から順位を上げ、全国平均より高い金額でした。

「短期財源率」106.06‰は１２位（前年度１５位）で、全国平均(103.80‰)と比べても依然として高い状況です。短期経
理財政は厳しい状況が続いていますので、限りある医療資源と財源を持続的に有効活用していくため、皆さまには、普段
からの健康管理の心がけや、適正受診、ジェネリック医薬品の使用などのご協力をお願いします。

組合員

組合員は、入院、外来及び歯科の医療費の全てが前年度から増加
しました。全体では前年度より６，７７１万円（３．８８％）増加しており、前
年度と同じく医療費が高い状況が続いています。

被扶養者

被扶養者は、入院医療費が前年度より１億３，０７６万円（４５．５５％）
増加しています。外来及び歯科の医療費も増加しており、全体では
１億４，４８０万円（１２．５５％）増加しています。

全国との
比較

令和５年度 医療費の３要素（受診率・１件当たり日数・１日当たり金額）・
１人当たり医療費

令和６年度 短期財源率・平均標準報酬月額

1,800

1,700

1,600

1,500

1,400

1,300

1,200

1,100

1,000

900

800

（単位：百万円）

令和４年度 令和５年度

1,189

1,745

1,007 

1,153 

令和６年度
上半期の医療費の状況

組合員、被扶養者ともに入院・外来・歯科の医療費の
全てが増加

■ 組合員

■ 被扶養者

●組合員の診療諸率の他県との比較 ●短期財源率・平均標準報酬月額の他県との比較
受　診　率

（令和５年度 単位：％）
（１か月１００人当たり受診件数）

1 大 阪 88.84 
2 佐 賀 87.53 
3 福 岡 86.71 
4 徳 島 86.70 
5 三 重 85.36 
6 香 川 85.17 
7 東 京 85.14 
8 兵 庫 84.27 
9 岐 阜 83.75 

10 山 口 83.18 

38 島 根 76.21 
39 鳥 取 76.17 
40 新 潟 75.38 
41 福 井 74.32 
42 高 知 73.71 
43 富 山 72.86 
44 青 森 72.56 
45 石 川 71.88 
46 沖 縄 68.75 
47 北海道 67.08 

平 均 79.76 

1日当たり金額
（令和５年度 単位：円）

1 北海道 9,147 
2 島 根 8,591 
3 奈 良 8,580 
4 鳥 取 8,542 
5 青 森 8,487 
6 岡 山 8,425 
7 石 川 8,364 
8 長 崎 8,244 
9 沖 縄 8,213 

10 大 分 8,089 

38 千 葉 7,404 
39 和歌山 7,348 
40 群 馬 7,284 
41 神奈川 7,230 
42 愛 知 7,220 
43 佐 賀 7,182 
44 福 岡 7,165 
45 大 阪 7,152 
46 三 重 7,137 
47 埼 玉 7,067 

平 均 7,660 

短期財源率
（令和６年度  単位：‰）

（対標準報酬）

1 沖 縄 131.66 
2 高 知 121.46 
3 鹿児島 119.96 
4 佐 賀 119.32 
5 福 岡 117.62 
6 奈 良 113.00 
7 大 分 110.60 
8 熊 本 109.90 
9 長 崎 109.66 

10 岐 阜 108.00 

38 滋 賀 97.00 
39 宮 城 96.80 
39 千 葉 96.80 
41 神奈川 96.00 
42 埼 玉 95.60 
43 群 馬 95.00 
43 静 岡 95.00 
43 岡 山 95.00 
46 新 潟 94.00 
47 富 山 88.22 

平 均 103.80 

1件当たり日数
（令和５年度 単位：日）

1 大 阪 1.65 
2 福 岡 1.62 
3 佐 賀 1.60 
4 埼 玉 1.59 
5 和歌山 1.58 
6 大 分 1.56 
7 長 崎 1.55 
7 京 都 1.55 
9 奈 良 1.54 
9 鹿児島 1.54 

38 三 重 1.47 
39 岩 手 1.46 
39 沖 縄 1.46 
41 宮 城 1.45 
41 福 島 1.45 
43 鳥 取 1.44 
43 秋 田 1.44 
45 新 潟 1.43 
46 山 形 1.42 
46 島 根 1.42 

平 均 1.52 

１人当たり金額（年額）
（令和５年度 単位：円）

1 大 阪 157,650 
2 山 口 156,098 
3 佐 賀 155,630 
4 奈 良 155,356 
5 香 川 154,560 
6 兵 庫 154,104 
7 長 崎 152,470 
8 東 京 151,847 
9 大 分 149,838 

10 福 岡 149,554 

38 山 梨 136,779 
39 栃 木 136,650 
40 京 都 136,441 
41 富 山 135,216 
42 高 知 135,198 
43 福 井 134,751 
44 愛 知 133,320 
45 新 潟 129,253 
46 群 馬 128,472 
47 沖 縄 126,164 

平 均 142,593 

平均標準報酬月額
（令和６年３月末現在　単位：円）

1 神奈川 375,898 
2 兵 庫 352,726 
3 埼 玉 351,671 
4 千 葉 350,451 
5 大 阪 349,746 
6 東 京 347,594 
7 静 岡 346,966 
8 和歌山 338,777 
9 三 重 337,713 

10 奈 良 337,034 

38 鹿児島 307,420 
39 熊 本 306,029 
40 大 分 303,620 
41 宮 崎 301,207 
42 佐 賀 298,761 
43 長 野 298,500 
44 新 潟 293,085 
45 沖 縄 290,969 
46 高 知 288,774 
47 鳥 取 287,727 

平 均 327,401 

19 愛 媛 80.17 30 愛 媛 1.49 15 愛 媛 7,992 14 愛 媛 146,800 12 愛 媛 106.06 33 愛 媛 313,738 
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共済組合では、医療費についての認識を深めていただくことを目的として、年２回、「医療費通知書」を配付しています。
令和６年度も次のとおり所属所の共済組合事務担当課を経由して配付する予定です。
「医療費通知書」は、「受診者氏名」・「診療年月」・「受診医療機関名」のほかに、「医療費総額」、皆さまが窓口で支払われた
「自己負担額（通常は医療費総額の３割）」などが記載されていますので、お手元の領収書等と照らし合わせて、確認をお
願いします。
なお、本組合では、組合員とその被扶養者をまとめて通知しておりますが、個人情報の保護に関する法律では、この取
扱いにあたり本人の同意を得ることとされています。組合員又は被扶養者の方から特段のお申出がない場合は、黙示の
同意をいただいたものとして世帯ごとにまとめて通知させていただきますのでご了承ください。

また、令和６年１２月診療分が記載された通知書について早期の発行を希望する場合は、本組合ホームページから「医療
費通知書発行申請書」をダウンロードし、必要事項をご記入の上、本組合まで申請していただくことで、令和７年３月中旬ご
ろに発行します。ただし、医療機関の請求遅れ分や柔道整復に係るものについては、その「医療費通知書」に記載できない
ため、記載されていないものも含めて申告する場合は、ご自身で別途領収書に基づき医療費の明細を作成していただく
必要があることにご留意ください。確定申告に関する内容については、税務署にお問い合わせください。

第１回目（配付済）

［配 付 時 期］令和６年１０月下旬
［対象診療月］令和５年１２月～令和６年５月診療分

「医療費通知書」を配付します

第２回目

［配付予定時期］令和７年２月中旬
［対象診療月］令和６年６月～１１月診療分

医療費通知書についての問い合わせ先 共済組合保健課　医療係　☎089（945）6313
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主食の
量が多い

おやつや
夜食を

よくとる

朝食を
抜きがち

野菜を
あまり

食べない　
あまり

歩く機会が
ない

座っている
時間が長い

スポーツや
運動の

習慣がない

　体のエネルギー源となる「血糖」が
使い切れず、血液中で余っている状態
を「高血糖」といい、それが続くよう
になると「糖尿病」と診断されます。
　血糖値は食事により上がり、血糖値
を下げる働きをもつ「インスリン」と
いうホルモンの働きで次第に下がりま
す。しかしインスリンの働きが悪く
なったり、分泌量が減ったりすると、
血糖値が下がりにくくなってしまうの
です。また、HbA1c は血糖と結合し
たヘモグロビンの量を示す検査で、検
査値は過去 1 ～ 2 か月の血糖の量を
反映しています。

　活動に必要な量より多く、食事を
とっているためです。
　特に「糖質」は食後すぐに「血糖」
に変換されるので、「高血糖」になりや
すい食品です。主に穀類（米飯・めん類・
パン・とうもろこしなど）や砂糖、果物、
いも類などに多く含まれています。

　放っておくと血糖が酸化して血管を
刺激し、動脈硬化を引き起こします。
肥満の人は高血糖になりやすいので特
に注意を。肥満も高血糖もメタボリッ
クシンドロームのリスクです。
　放置すると三大合併症（右参照）の
危険が高まり、さらに脳卒中や虚血性
心疾患（狭心症・心筋梗塞など）を引
き起こして生命が危ぶまれる場合も。

末
まっ

梢
しょう

神経
障害

手足の感覚のマヒなどから始ま
り、重症化すると下肢切断が必要
な場合も。

網膜症 目の網膜の血管が傷んで起こる。
成人の失明の原因の第 2 位。

腎症 腎臓の血管が傷み、機能が低下。
人工透析が必要になると、生活に
大きな制限が。

糖尿病の

検査値が
検査値が

気に気に
なったら
なったら 生活習慣

と

検査の基準値 血糖値
（㎎ / ㎗）

HbA1c
（％）

※ 特定健診における基準値。血糖値は空腹時血糖が基本だが、やむを得ない
場合は随時血糖（食べ始めから 3 時間以上 10 時間未満の血糖値）でも可。
基準値は空腹時と同じ。

監修：寺本民生（帝京大学臨床研究センター センター長)

基準範囲 100 未満 5.6 未満

保健指導判定値 100 ～125 5.6～ 6.4

受診勧奨判定値 126 以上 6.5 以上
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検査結果別

「高血糖」から引き返す

　血糖値を上げない基本的な
習慣を身につけましょう。「　」
に近づいている場合、この段
階での習慣づけが大切です。

● 朝食・昼食はしっかり、
夕食は軽めに。 ● エネルギー消

費のため、で
きるだけ歩く

● 気晴らしに
は体を動か
して！

　より積極的な食習慣や身体
活動の改善を。自分にできそ
うな目標を立て、毎日の生活
状況を日記やメモに残すとな
お効果的です。

● 糖の吸収を抑える
野菜や海藻から先
に食べる

● 上下 2 階分（１階
から３階など）は
階段を使う

● 食後に散歩などの
有酸素運動をする

（血糖は脂質より
前にエネルギーと
して使うため）

　生活習慣の改善だけでは、検査値の改善は難しくなってきま
した。継続的にかかりつけ医を受診しつつ、上記のような生活
習慣の改善も並行して行いましょう。
　あきらめず、根気強く続けることで、進行は食い止められます。

と

● お酒と上手に付き合う
● 甘い物は控えめに

● 主食・主菜・副菜を
バランスよく

あなたの
目標は？

お酒の体への影響は人それぞれ。お酒と上手
に付き合う基本は、無理に飲まない、飲まな
い日を設ける、夜遅くや体調の悪い日・薬を
飲んでいるときは飲まない、などです。アル
コールを飲むと顔が赤くなる人は特にご注意
を。なお、女性は男性よりアルコールの影響
を受けやすいことが知られています。

● 油脂の多い料理は
１食１品まで

● 飲み物は無糖に

● 寝る前 2 時間は何も
食べない ● 家事や趣味で

積極的に体を
動かす

● 自分が食べている食事のエネルギー量
を意識し、包装やメニューなどで確認

腹囲 男性 85 ㎝以上、女性 90 ㎝以上 ▶ 内臓脂肪型肥満
BMI* 25 以上（男女とも）▶ 肥満

   ▶    ▶    と進むごとに注意すべきことが多くなります。できるだけ早く生活習慣の見直しを。

肥満の人は肥満解消を目指そう！

＊BMI＝体重（㎏）÷身長（ｍ）÷身長（ｍ）

基準範囲内の腹囲・体重を目指しま
すが、腹囲を－2cm・体重を－2 ㎏
にすると、検査値改善が見込めます。

目標 腹囲 ㎝ 体重　 　㎏
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令和５年度の特定健康診査及び特定保健指導の実施状況を国へ報告しましたので、その結果をお知らせします。
特定健康診査の受診率は、前年度から1.2％増の89.6％となりました。ただし、国が定めた目標（90％）まであと0.4％引

き上げる必要があります。
特定保健指導の終了率は、令和元年度は国が定めた目標（45％）に達しましたが、令和２年度はコロナ禍の影響により落

ち込みました。令和３年度からはしだいに回復し、令和５年度は60.9％と目標を大きく上回りました。

特定健康診査・特定保健指導は皆さまの疾病予防のための大切な事業です。ご自身とご家族の健康のため、毎年継続し
て健診等を受けることが重要です。

特に健康診断を受ける機会が少ないご家族（被扶養者）の方には、特定健康診査等の積極的なご利用をおすすめします。

令和５年度 特定健康診査及び特定保健指導の実施状況
～国への報告結果から～

特定健康診査受診率 特定保健指導終了率

組合員の特定健康診査受診率（県内２０市町所属所） 組合員の特定保健指導終了率（県内２０市町所属所）
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今
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市

東
温
市

令和2年度 令和2年度令和3年度 令和3年度令和4年度 令和4年度令和5年度 令和5年度

97.8

55.4

98.0

36.2

97.9

46.7

98.2

53.3

98.0

62.8

55.7 31.6

86.9
53.4

52.2
25.2

87.0

35.4
52.3

17.3

87.6

44.4

53.6

22.3

88.4

50.9

56.6
40.0

89.6
60.9

被扶養者組合員全体 被扶養者組合員全体

平均97.9％

平均62.4％
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本組合では次のいずれかを満たす被扶養者を対象に図書カード（2,000円分）を進呈しています。
①特定健康診査受診券を使用せず、パート先等で受診した健康診断の結果を本組合にご提供いただいた方（必要書類：

受診券、健康診断の結果（写）、質問票）
②特定保健指導を利用し、３か月以上の継続的な支援を受け終了した方（人間ドック利用者を除く。）

詳しくは、本紙令和６年７月号（Vol.331）又は当該受診券等の送付文書をご覧ください。

特定健康診査受診券又は特定保健指導利用券が
届いたご家族（被扶養者）の方へ

最大4,000円分
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令和６年９月６日に労働安全衛生業務担当者研修会を
ＷＥＢ開催し、所属所の担当者３７名が出席されました。

事務局職員より保健事業の内容等について説明を行
い、続いて公益社団法人愛媛県栄養士会管理栄養士の
山﨑友美氏に「生活習慣病（糖尿病）予防に関する栄養指
導～早めに気づいて！高血糖。特定保健指導の対象には
ならないぞ!!～」と題してご講演いただきました。

【講演要旨】
糖尿病とは、インスリン分泌低下やインスリン抵抗性

の増大により、細胞内への糖の取り込みが低下した結果、
高血糖になった状態のことです。糖尿病になると、血管が
障害されて、足の壊疽や心筋梗塞、脳卒中などの合併症
を起こします。日本人は欧米人に比べインスリン分泌能
が低いため、それほど太っていなくても糖尿病になりや
すいです。

また、空腹時血糖値が基準値でも、食後2時間の血糖
値が140mg/dLを超える状態である、食後高血糖になっ
ている可能性があります。食後高血糖の状態になるたび
血管へのダメージが発生するため、食後高血糖を知り抑

令和6年11月27、28、29日に、50代の組合員を対象と
したライフプランセミナーを現地参集とWEB会議の混合
形式で開催し、のべ127名の方にご参加いただきました。

50代における家計設計の必要性から、退職後の各種制
度や資産形成を含むお金の考え方まで幅広い内容で実施
しました。

「「家庭経済設計」～豊かなセカンドライフを
過ごすために～」

と題してご講演いただきました。

＼＼参加者の声／／
・退職前～退職後の心構えや制度などを分かりやすく教えてもらえ大変有意義なセミナーでした
・お金のことだけでなく人生を考える話もあり、とても参考になりました
・セミナーの内容を、今後のセカンドライフに大いに活かしたいと思います
・漠然としたイメージしかなかった退職後の生活プランをより検討すべきだと感じました
・退職前に考える心構えの知識を知ることができてよかったです
・50歳という早い時期に出席してよかったです

制することで、血管へのダメージを抑えることにつながり
ます。

食後高血糖を防ぐためには、消化吸収がゆるやかな食
べ方を心がけることが重要です。また、食後の運動習慣、
特に夕食後に散歩やウォーキングに出かけたり、家の中
で体操や家事を行ったりすることも、食後高血糖を防ぐこ
とにつながります。

自分が食後高血糖かどうかは、健康診断で検査する空
腹時血糖やHbA1cの値ではわかりませんが、共済組合
がデータヘルス事業として実施するFreeStyleリブレで
は、血糖変動を確認し、食後高血糖を見つけることがで
きるので、是非活用してもらいたいです。また、希望者は
FreeStyleリブレの結果にそった改善策を提案する個人
対応の栄養指導を受けられます。このFreeStyleリブレは
医療現場で糖尿病患者に対して使われていますが、デー
タヘルス事業では、現在空腹時血糖やHbA1cの値に異
常がない方が、24時間の血糖変動を常に把握することが
できるいい機会ですので、これを機にやってみましょう。

令和６年度
労働安全衛生業務担当者
研修会を開催しました

令和6年度ライフプランセミナー
（50代のライフプラン）を
開催しました
（一財）愛媛県市町村職員互助会と共同開催

公益社団法人愛媛県栄養士会
管理栄養士

山
やま

﨑
さき

 友
とも

美
み

氏

明治安田ライフプランセンター株式会社
専任講師

新
にっ

田
た

 陽
よう

一
いち

氏
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退職等年金給付
（年金払い退職給付）のしくみ

　共済年金の職域部分は、現役世代の保険料（掛金・負担金）収入で受給者の給付を行う「賦課方式」で
したが、退職等年金給付の制度運営は、将来の年金給付に必要な原資を、あらかじめ給付算定基礎額と
して積み立てておくという「積立方式」をとっています。
　退職等年金給付は、組合員一人ひとりに仮想の個人勘定を設定し、この個人勘定に各月の標準報酬の
月額及び標準期末手当等の額に付与率を乗じて得た「付与額」を利子とともに毎月積み立てます。　　

また、年金額は基準利率の変動や寿命の延び等を踏まえた「年金現価率」を基に毎年改定されます。

　退職等年金給付には、大きく分けて「退職年金」、「公務障害年金」、「公務遺族年金」の3種類の給付が
あります。
　「退職年金」については「終身年金」と「有期年金」があり、「有期年金」の受給期間は基本20年ですが、
10年又は一時金を選択しての受給もできます。

退職等年金給付は積み立て方式

退職等年金給付の種類

● 積立方式のイメージ
利子は基準利率を適用
（国債の利回り等に連動）

現在の自分 将来の自分

保険料
（掛金） 年金

利子

1か月目 2か月目 3か月目
積立終了
（退職時）

年金支給開始

給
付
算
定
基
礎
額

給
付
算
定
基
礎
額

「付与額」と「利子」を累積した「給付算定基礎額」が年金の原資となります。

付与額

付与額

付与額

利子

積立て

年金現価率の
改定にともない、
年金額の変動あり

待機期間

退職までに積み立てた
給付算定基礎額

退職等年金給付
（年金払い退職給付）

公務障害年金
（終身年金）

公務遺族年金
（終身年金）

退職年金
終身年金
有期年金

受給期間20年
 •受給期間10年
 •一時金
  いずれかの選択も可能
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退 職 年 金

　「退職年金」は、組合員が退職後、原則65歳から支給される年金です。

●平成27年10月に引き続く期間又は平成27年10月以後の
組合員期間が1年以上あること
●65歳以上であること
●退職していること

　「終身退職年金」は、本人が亡くなるまで継続
して支給されます。
　「有期退職年金」の受給期間は原則20年
（240月）ですが、給付事由が生じてから６か月
以内に手続きを行うことで、その受給期間を
10年（120月）に短縮することや、年金に代え
て一時金として受給することが選択できます。
　また、受給期間が終了する前又は受給開始前
（組合員である間を含む）に受給権者又は組合
員が死亡した場合には、受給していない期間分
の「有期退職年金」分の年金原資に相当する額
が一時金として遺族に支給されます。

支給要件 次のすべての要件を満たしているときに支給されます。

支給形態 年金の支給額の2分の1は「終身退職年金」として、
残りの2分の1を「有期退職年金」として支給されます。

整 理 退 職 一 時 金 と は

1年以上引き続く組合員期間を有する65歳未満（当分の間60歳未満）の方が、整理退職（注1）
により退職した場合、本人の予期せぬ事情により退職せざるを得なくなったという事情を考慮し、
有期退職年金に相当する一時金を前倒しで受給することができます。一時金を請求できる期限
は、整理退職した日から6月以内となります。
なお、整理退職一時金を受けた場合は、有期退職年金の支給を受けたとみなされ、有期退職
年金を受ける権利は消滅することとなります。
整理退職一時金の額は、次の計算式により計算されます。

（注１）整理退職とは、地方公務員法第28条第1項第4号に規定する、職制もしくは定数の改廃又は
予算の減少により廃職又は過員を生じた場合による免職をいいます。

（注２）通常、有期退職年金算定基礎額の算定は、組合員期間が10年未満の場合、給付算定基礎額の
1/4の額とされていますが、整理退職一時金の額の算定は、本人の意思にかかわらず免職さ
れるものであることから、組合員期間が10年未満であっても1/4としないこととされてい
ます。

有期退職年金

終身退職年金

原則65歳から
支給開始
▼

退
職
年
金

退
職
年
金

本人が亡くなるまで支給

受給期間20年
受給期間10年又は
一時金の選択も可能

一時金額 ＝ 退職日における給付算定基礎額 × 1 ／ 2（注2）

この記事についての問い合わせ先 共済組合年金課　☎089（945）6317
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被扶養者の年金収入にご注意ください
今年度の資格調査において、年金収入を申告されていない方が多くいました。年金は、年齢を支給要件とする

老齢厚生年金や基礎年金だけではなく、非課税所得とされる遺族年金・障害年金や企業年金、恩給等を含み、税
や社会保険料を控除する前の受給総額が年金収入額となります。

申告もれ等が判明し、認定日時点まで遡って取消を行う事例も発生しており、遡って取消となった期間につい
ては、その間に共済組合が負担した医療費等の返還が生じるほか、国民健康保険等に加入する費用も発生する
ため、組合員及び被扶養者の方にとって大きな負担となります。

年金収入についてご不明な点がございましたら、お早めに所属所の共済組合事務担当課又は下記までお問
い合わせください。

資格確認書の交付について
マイナンバーカードを保有していない方や、マイナンバーカードの保険証利用登録を行っていない方には、

令和６年１２月２日以降「資格確認書」を交付することとなっておりますが、現在、組合員証又は組合員被扶養者証
（以下「組合員証等」という。）をお持ちの方は、経過措置として組合員証等が令和７年１２月１日まで使用できま
すので、当分の間「資格確認書」の交付はありません。

交付対象者へは、令和７年１２月１日までに所属所を経由して「資格確認書」を送付いたしますが、「資格確認書」
には有効期限がありますので、お早めにマイナ保険証の利用登録をお願いします。

住所の届け出についてのお願い
マイナ保険証を安心して利用できるよう、個人番号の紐付け誤りを防ぐため、本組合において組合員や被扶養

者の資格情報を登録したあと、社会保険診療報酬支払基金において登録情報の再確認が実施されています。
確認は氏名（漢字・カナ）、住所、生年月日、性別により実施されており、住所の確認は住民票の住所と突合をし

ているため、本組合へ住所の届出をする際、「丁目」「番地」等の表記を「ー」に置き換えたり、「字」「アパート名」等
を省略されると情報が相違していると判断され、資格情報の登録に時間を要
し、その間はマイナ保険証の利用ができません。

共済組合へ住所の届出をする際は、住民票の表記どおりに記載していただ
きますようお願いします。

なお、住所情報が相違した場合には所属所の共済組合事務担当課を通じて
確認させていただく場合がありますので、確認の際はご協力をお願いします。

このページの記事に関する問い合わせ先 共済組合総務課　総務係　☎０８９（９４５）６３26
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 組合員の皆さまへ
えひめ共済会館の利用方法についてご案内いたします。

簡単！４STEP

この記事に関するお問い合わせは えひめ共済会館　☎089（945）6311
共済組合保健課　☎089（945）6318

STEP

1

STEP

3

STEP

2

STEP

4

フロントで宿泊カードを
記入する

助成金請求用紙を
記入する

氏名・生年月日が確認
できるもの（マイナンバー
カード又は運転免許証）
などをフロントで提示する

2,400円の
えひめ共済会館利用助成＋
300円の組合員割引＝
１人１泊当たり

合計2,700円の割引が
受けられます！

お願い
◦令和7年12月1日までは、現在と同様組

合員証の提示でも割引が受けられます。
◦公務出張により宿泊費が支給されてい

る場合は助成金（2,400円）は対象外と
なります。

精算時
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ＨＡＰＰＹ ＮＥＷ ＹＥＡＲ！ＨＡＰＰＹ ＮＥＷ ＹＥＡＲ！
本年もよろしくお願いいたします。本年もよろしくお願いいたします。

選べる楽しさ♪スタンダードプラン

唐揚げ御膳唐揚げ御膳 チキン南蛮御膳チキン南蛮御膳

天婦羅御膳天婦羅御膳 豚ロースかつ鍋御膳豚ロースかつ鍋御膳

ご予約・お問い合わせは
─組合の現況─
（令和6年11月末現在）

◎所属所数
◎組合員数
　　　　男
　　　　女
◎平均標準報酬月額（短期）
◎被扶養者数
　（含任継
◎任意継続組合員
◎年金受給者数

〒790-0003 松山市三番町5丁目13-1
えひめ共済会館 .........................................................

........................................

........................................

........................................

....

...................................

.........................................

.................................

..............................

43
22,235人
10,875人
11,360人
311,134円
15,381人
内264人）
470人

19,324人

◎発行所／愛媛県市町村職員共済組合　松山市三番町5丁目13-1
◎編集発行人／曽根　哲也　URL https://kyosai-ehime.or.jp

【ホームページアドレス】
https://kyosai-ehime.or.jp/kaikan/
【Ｅメールアドレス】
e-kyosai-kaikan@dune.ocn.ne.jp

1泊2食付1泊2食付4，4，100100円円（税込）（税込）
（通常価格6，800円）（通常価格6，800円）

組合員・被扶養者様組合員・被扶養者様宿泊と夕・朝食をセットにしたお得なプランです。宿泊と夕・朝食をセットにしたお得なプランです。
※4種の御膳からおひとつ選んでいただきます。 ※朝食はバイキング形式となります。※4種の御膳からおひとつ選んでいただきます。 ※朝食はバイキング形式となります。
※※当日予約要相談当日予約要相談

※表記料金は愛媛共済会館利用助成2,400円と、組合員及び被扶養者対象の300円のお値引き後の料金になります。
※上記以外にも１泊２食付きのプランをご用意しておりますのでお気軽にお問い合わせください。

ご予約承り中


